
業　務　概　要

プラタナス剪定　

　

　　　幹周　３０ｃｍ未満 4 本

　　　幹周　３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 1 本

　　　幹周　6０ｃｍ以上9０ｃｍ未満 48 本

　　　幹周　9０ｃｍ以上 82 本

区 分

第 16 号

設　　　計　　　書

中 サ

年 度 令和　６　年度 作成年月日 令和６年８月１日

番 号

市道川尻八橋線街路樹剪定作業

場 所 秋田市八橋本町三丁目地内ほか

Ｎ＝

設 計 金 額
Ｎ＝

Ｎ＝

Ｎ＝

業 務 名

財 源 区 分 国　補　・　県　補　・　( 市　単 )

履 行 期 間 契約日の翌日から令和６年１０月３１日まで

（内）24622

所

長

副

所

長

担
　
　
当 主査　安　田　清　人

担当者　中央市民サービスセンター

　地域保全担当
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市道川尻八橋線街路樹剪定作業

役 務 費

植 樹 管 理

樹 木 剪 定

ﾌﾟﾗﾀﾅｽ剪定

幹周30cm未満 4 本

ﾌﾟﾗﾀﾅｽ剪定

幹周30cm以上　60cm未満 1 本

ﾌﾟﾗﾀﾅｽ剪定

幹周60cm以上　90cm未満 48 本

ﾌﾟﾗﾀﾅｽ剪定

幹周90cm以上 82 本

剪定枝葉処分 13.5 ｔ

仮 設 工

安 全 費

交通誘導警備員B 人

直 接

業 務 費 計

諸 経 費 1 式

業 務 価 格

消費税相当額 10%

業 務 費 計

本　業　務　内　訳　書

費　　目 工　　種 種　　別 細　　目 数量 単位 単　　価 金　　　額 摘　　　　　要
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